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南相馬市では、昨年７月１２日に避難指示解除準備区域及び居住制

限区域に出されていた避難指示の解除以降、着実に住民の帰還が進み、

本年５月末現在で２千名を超える方々がふるさとでの生活を再開してお

りますが、いまだ８千名弱の方が市外での避難生活を余儀なくされてい

ます。 

このような中、平成２７年３月１日に全線開通した常磐自動車道は、

首都圏などとの広域的なアクセスの向上、経済や医療、そして、生活、

文化、情報基盤などの交流・連携の形成・発展と緊急時におけるネット

ワーク機能の強化に資するものであるとともに、被災地浜通り地方の復

旧・復興において最重要な交通基盤であります。特に、旧避難指示区域

で生活する住民が安心して生活するためには、その環境整備を図ること

が必要不可欠であります。 

このことから、地域住民の安全確保及び復興の加速化を図るため、

下記の項目について実現されますよう要望いたします。 

 

記 

 

１．本市小高区への「復興インターチェンジ（仮称）」の設置に

ついて 

市民の帰還促進、企業誘致の推進及び交流人口の拡大を通じ

た復興の加速化並びに緊急時の避難路の確保等を通じた地域

住民の安全確保を図るため、「復興インターチェンジ（仮

称）」を本市小高区に設置すること。 

 

以上 


